
戦略の柱【１．原木生産の拡大】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

（１）生産性の向上と原
木の増産

◆森林の集約化と経営委任
　の推進
　◎森林経営計画と森の
　　工場の整備

　★国・公有林を活用し
　　た大規模化の推進

○

・提案型集約化施業を実
践できる森林施業プラン
ナーの育成
◆プランナー研修を受講
した50名が、森の工場等
の集約化に向けて取り組
みを始めている

◆H２４から始まる森林経
営計画の策定と実行

◆森林経営計画の策定等に
向けた集約化の促進
○森林施業プランナーの育成
（増員、実践力の向上）
○計画策定に向けた合意形
成及び森林境界の明確化の
促進

◆森林経営計画の
樹立
　
　　155千ｈａ

◆森林経営計画の
樹立
　
　　155千ｈａ

◆★皆伐による原木の増産

○

◆地形や資源にマッチした
　　効率的な生産システム
　　の導入を促進
　 ○林内路網の整備や高
　　　性能林業機械の整備
　　　への支援
　 ○効率的な路網や架線
　　　集材などの普及
　 ○事業体の作業システム
　　　改善に向けた支援

○

◆制度改正により森林
　 経営計画の策定が
 　重要。

◆森林に関心の希薄な
   所有者が増加し、集
   約化が難しくなってき
   た

◆大型製材工場の進
　 出に伴い、木材の安
　 定供給が間伐だけ
　 では十分でない

◆効率の高い生産シス
   テムを稼働させるた
   めの路網や機械装
   備が不足している

◆効率的な生産システ
　 ムを使いこなすノウ
　 ハウが不十分

◆森林の境界などの森
   林情報の把握に対す
   る取組が不十分であ
   った

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向 第 ２ 期 計 画

Ｈ２８以降
目指すべき姿（目標値）

１．間伐と皆伐をベストミックス ◆森林資源は成熟しつ
　 つある
◆国際的な木材需給の
   状況や、地球温暖化
   の防止などに対する
   森林への関心の高さ
   などから、国産材が
   見直されてきている
◆県産材の生産（資源
   の活用）は依然とし
   て低調

◆森林の所有規模が小
   さく、効率的計画的な
　 生産活動が停滞

◆施業林地を集約
　化し、効率的な作
　業システムによる
　、計画的な木材
  生産を行うことの
　できる「森の工
　場」や森林経営
　計画が整備され
　ている

◆整備済
　「森の工場」
　面積６９，８００ha

◆施業林地を集約
　化し、効率的な作
　業システムによる
　、計画的な木材
  生産を行うことの
　できる「森の工
　場」や森林経営
　計画が整備され
　ている

◆整備済
　「森の工場」
　面積９０，０００ha

・「森の工場」の拡大、
　推進
　◆森林施業の集約化
　　の有効性は一定認識
　　され、森の工場の面
　　積及び木材生産量は
　　増大した

　◆森の工場の間口の
　　緩和や簡素化によっ
　　て、新規事業体の増
　　加や集約化が加速。

　◆森の工場での生産
　　性などは工場以外
　　に比べ効率的にな
　　った。

○

作業道や林業機械導入への支援 

事業体：現地に対応した生産システムの導入と習熟 

県林業改革課：作業道整備(開設、機能復旧)、林業機械導入、架線集材システムへの支援 

本県の地形等に対応した効率的な生産システムの普及 

事業体：効率的な生産システムでの試行 

県林業改革課：効率的なシステムの普及、生産効率の低い事業体への作業システム改善の強化 

高知大学等：生産システムのデータ分析に基づく指導 

森の工場づくりの推進（経営計画を含む） 

事業体：森林所有者との合意形成 

県林業改革課：効率的な経営委任に向けた支援 

原木生産量 

６２万m3 

原木生産量 

６５万m3 

原木生産量（Ｈ１8） 

  44万6千m3 

森林施業プランナーの育成 

事業体：研修への派遣、職場での実践 

森林組合連合会：研修会の開催、育成指導 

県森づくり推進課、林業改革課、林業事務所：研修開催への支援、育成支援 

計画策定に向けた集約化の促進 

事業体：森林の集約化に必要な合意形成、森林境界の明確化の促進 

市町村：森林所有者情報の提供等事業体への支援 

県森づくり推進課：森林の集約化に必要な合意形成、森林境界の明確化への支援 

皆伐による原木の増産の推進 

事業体：原木の増産 

県林業改革課・木材産業課：事業体の原木増産の支援（立木確保支援、林業機械整備支援、再造林支援による間接的な皆伐の推進等 



戦略の柱【１．原木生産の拡大】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向 第 ２ 期 計 画

Ｈ２８以降
目指すべき姿（目標値）

◆大豊町で稼働予定大
型製材工場へ安定的な
原木の供給

◆大型製材工場への原木の
安定供給システムの構築

　◎協定取引の推進

○

◆県内製材工場等へ安
定的な原木の供給

◆県内製材工場等への原木
の安定供給システムの構築
　
　◎協定取引の推進

○

◆原木の流通経費の削
減

◆★山元選別の促進による
流通経費の削減

○

（２）事業体や担い手の育
成

◆高いマネジメント能力
   や効率的な生産（伐
   採・搬出）システムを
   駆使できるノウハウを
   備えた林業事業体が
   少ない

◆事業体のマネジメント能力
　　の向上
   ○建設業者等の新規参入
　　　と定着を支援

○ ○

◆低価格でも収益
を確保し、森林所
有者への還元も行
える競争力を持っ
た経営能力の高い
林業事業体が効率
的な生産活動を展
開している

◆低価格でも収益
を確保し、森林所
有者への還元も行
える競争力を持っ
た経営能力の高い
林業事業体が効率
的な生産活動を展
開している

・事業体に対するコスト
　管理の勉強会などの
  専従チームによる経
  営指導
◆事業体の認識が高まっ
た

・森林組合と建設業者
   等とのジョイントに向
   けた研修会や勉強会
   の開催
◆建設事業体からの参
入が増加（11→２３）

・経営者を対象としたマネ
ジメント研修の実施
◆経営者に森林施業プラ
ンナー等の育成への理
解と必要性が認識される
とともに、中期経営計画
策定組合では、組織内で
の情報共有・協議が活発
化し、経営改革に向けて
行動する機運が高まって
きた

・経営力強化のための森
林組合の合併促進の支
援
◆高幡3組合が合併

・素材生産の現場と製材
工場の間での直送体制
や協定取引の推進

◆素材生産の現場と県
内の一部の製材工場と
の協定取引(直送)が実施
された

・原木市場における椪立
(はえたて)の見直しなど、
コスト改善の促進

◆県森林組合連合会で
は、従来の毎月2回実施
する市売方式から、一般
材は３ヶ月に1回の入札
をする方式に変更

◆原木が安定供給
され、大型製材工
場等への協定取引
がすすんでいる。

◆コスト改善がす
すみ、原木市場が
原木増産のコー
ディネート役を発揮
している。

◆原木市場を活用
した山側と大型製
材工場等との協定
による年間を通じ
た取引が安定的に
すすんでいる。

○

◆製材品の工業製品化
が求められる一方で、木
材という自然素材に対し
て、安全・安心といった面
での関心が高まっている

◆新たな流通システムが
   生まれつつあるが、既
   存システムとの調整が
   取れていない

◆県内には、木材を大量
   にかつ安定的に取り扱
   う供給先が少ない

◆森林組合の経営力強化
○中期経営計画の策定や定
着のための研修の支援
○森林組合の合併促進の支
援

○

◆新規参入事業体など
　優良事例の情報が十
  分に活用されていない

◆経営者のマネジメント
   能力が十分でなかった

◆事業体の中に核とな
   る人材が十分に育っ
   ていない

◆中期経営計画を立て、
経営改革の成果を出す
ためのＰＤＣＡサイクルの
定着には、時間を要し、
研修など更なるサポート
が必要

森林整備事業への参入促進と定着への支援 

事業体：ジョイントへの協力、ジョイント先への技術指導 

参入事業体：林業事業体との協調、技術習得 

県森づくり推進課・林業改革課：事業体雇用者の技術習得の支援、建設機械から林業機械への改良、作業システム改善への支援 

森林組合の合併支援 

森林組合：合併に必要な業務を推進、事業経営計画の実施 

森林組合連合会：森林組合経営革新プランに基づき合併を支援 

県森づくり推進課：合併指導方針に基づき、各森林組合への指導、合併後の事業経営計画の実行支援 

中期経営計画策定と定着の支援 

森林組合：中期経営計画の策定、ローリングの実施 

森林組合連合会：中期経営計画の策定、計画の実行や見直し手法（ローリング）の指導、実効性向上のためのフォローアップ（H24～）を実施 

県森づくり推進課、林業改革課及び林業事務所：森林組合連合会と連携して経営計画策定森林組合をサポート 

 

自伐林家等の生産活動

県内製材工場等との協定取引の実施 

事業体：県内原木市場と県内製材工場等と協定取引の実施 

県木材産業課：協定取引の推進支援 

県内製材工場等への効率的な原木の供給・販売方

法の検討と試行 

山元選別の促進による流通経費の削減 

事業体：生産事業者が、需要先ごとの原木の選別を山元で実施し、流通経費を削減するための作業ポイントを設置 

県木材産業課：作業ポイント設置への支援 

協定取引量 
 

１４万m3 

協定取引量 
 

２１万m3 県内原木市場：原木の供給・販売方法の改善、県内製材

工場等と協定取引の検討及び試行 

県木材産業課：協定取引に向けた支援 

大型製材工場との協定取引の推進 

生産事業者：森林組合連合会との協定取引の開始 

大型製材工場：森林組合連合会と協定取引開始 

森林組合連合会：原木の安定供給、流通システムの構築、生産事業者・大型製材工場

との協定取引開始 

県木材産業課：流通経費支援等による協定取引の推進 

協定の継続と安定的な供給の推進 

生産事業者：協定に基づく安定的な供給を継続 

大型製材工場：協定に基づく購入を継続 

森林組合連合会：協定に基づく安定的な供給を継続 



戦略の柱【１．原木生産の拡大】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向 第 ２ 期 計 画

Ｈ２８以降
目指すべき姿（目標値）

◆林業の担い手が高齢
   化・減少している

◆林業労働力確保支援セン
ターと連携した就業者の確保
○就業者向けの林業体験の
実施
○就業希望者へのPR方法の
改善

○ ○

◆林業技術者養成手法の改
善、強化
◎木材生産の技術習得の推
進
◎先進的事業体への技術者
派遣による生産技術の向上 ○ ○

◆○事業体における就労環
境の改善

○ ○

◆担い手の確保と技術
の向上

◆自伐林家等による生産を促
進
　○自伐林家の生産活動の
支援

　○副業型林家の育成

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　　 ◎は拡充事業
                   ○は継続事業

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                     ４　新たな産業づくりに挑戦する
                     ５　産業人材を育てる

・新規就業者職業紹介ア
ドバイザーの設置
・林業体験教室や就業相
談会の開催
・高校生向けの林業体験
教室や技術研修の実施
◆就業希望者と林業事
業体それぞれの要望に
応じた就業相談や情報提
供ができつつある。

・技術者養成手法の改
善、強化
◆県の研修に併せて緑
の雇用制度による研修を
活用することにより基幹
となる林業技術者の育成
が進んだ

・所得の確保など事業体
における就労条件の改
善
◆就労環境改善事業に
より雇用環境の改善や労
働安全衛生の向上が図
られた
　

・市町村、森林組合等へ
の説明会の実施
・市町村広報誌や林業機
関誌への掲載による森林
整備のPR
◆H21実績84人、H22実
績76人の自伐林家等が
活用し、森林整備を行う
とともに、所得向上につ
ながった

・自伐林家等による生産
を促進
◆副業型林家を育成する
ことで、副収入を得る者
だけでなく専業とするもの
も出てきている

◆効率的な林業生
　産活動を行うこと
　が出来る優れた
　担い手が育成さ
　れている

◆年間を通じた安
　定的な仕事量の
　確保に取り組ん
　でいる

◆担い手
　1,720人

◆効率的な林業生
　産活動を行うこと
　が出来る優れた
　担い手が育成さ
　れている

◆年間を通じた安
　定的な仕事量が
　確保されている

◆担い手
　1,720人

◆林業雇用労働者
　（原木生産）の
　年収　４００万円

○ ○

◆林業事業体の経営状
態が脆弱で計画的な雇
用ができない
◆木材の増産に向け素
材生産を行える人材の育
成が必要
◆効率的な生産ができる
事業者が少ない

自伐林家：生産活動への積極的な取組 

森林組合：管轄内の自伐林家支援に積極的に参画 

県林業改革課：森林組合を介した収集、仕分け、販売への支援 

自伐林家等の生産活動

就業希望者への支援 

林業労働力確保支援センター：就業者アドバイザーによる雇用情報の収集強化、TV番組やホームページの充実等による広報の強化、雇用改善計画

の実行管理を強化、就業希望者向けの林業体験研修や林業就業相談の実施 

県森づくり推進課：林業労働力確保支援センターと協力し、雇用情報の収集、適時の学校訪問等広報の強化、認定事業体の指導を実施 

副業型林業への技術支援 

自伐林家等：研修制度の積極的な活用と森林整備の促進 

NPO等：研修会の開催による技術指導の実施、修了生の就業状況把握、自伐林家等のネットワークづくり 

県森づくり推進課：副業型林家を育成するための研修会の支援 

事業体：雇用改善計画の実行による就労環境の改善 

県森づくり推進課：事業量確保ができるよう森林施業プランナーの支援、退職金共済の掛金への支援や林業就労環境改善事業等により、雇用環境や

労働安全衛生の向上の促進 

林業事業体：県の研修と併せて緑の雇用現場技能者育成対策事業を活用した担い手の育成 

森林組合連合会等：事業体の指導 

林業労働力確保支援センター：研修事業の実施及及び事業体の指導 

県森づくり推進課：林業技術者養成研修等の拡充、研修の中核を担う労確センターの支援 

 

技術者養成研修の実施 

事業体の就労環境の充実 

自伐林家の生産活動の支援 



戦略の柱【２．加工体制の強化】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

（１）企業誘致等による大
型加工施設の整備

◆中小零細な事業者が
   多く、乾燥設備等への
   設備投資が困難

・県外大型製材工場を
　誘致
◆県外大型工場誘致に
　よる高知おおとよ製材
　株式会社の設立

◆◎大型製材工場等の施設
　 整備の促進

○ ○

（２）県内加工事業体の
生産力等の強化

◆★県内事業者による大型
　 製材工場整備
◆★既存事業者の加工力
　 の増強を推進

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆材価の低迷による原
　 木の安定供給不安
◆高額となる施設整備
　 費（支援補助金）の
   確保
◆県内事業者は経営体
　 質が脆弱
◆輸入木材の為替変動
　 による価格変動を回
   避するため、木材需
   要の国産化が進行し
   ている
◆全国各地に大型製材
　 が誕生し、低価格・高
　 品質製品が多量に流
   通することが予想され
   る
◆製品価格の低迷等に
　よる経営環境の悪化
　から、必要な設備投資
　もままならない事業者
　が増加している

・県内事業者の協業化等
　による加工力強化を推
　進
◆県内事業者による大
　型製材工場の設置に
　向けてプラン作りを推
　進

◆森林資源は成熟しつ
   つある
◆国際的な木材需給の
　 状況や、地球温暖化
   の防止などに対する
   森林への関心の高さ
   などから、国産材が見
   直されてきている
◆製材品の工業製品化
   が求められる一方で、
   木材と言う自然素材に
   対して、安心・安全と
   いった面で関心が高
   まっている
◆県内の加工事業体の
   多くは、消費者ニーズ
   に対応しきれず、生産
   量が年々減少している
◆中小零細な事業者が
   多く、乾燥設備等への
   設備投資が困難

改革の方向 第 ２ 期 計 画

1

１．品質の向上と加工量の増大 ◆森林資源は成熟しつ
   つある
◆国際的な木材需給の
　 状況や、地球温暖化
   の防止などに対する
   森林への関心の高さ
   などから、国産材が見
   直されてきている
◆製材品の工業製品化
   が求められる一方で、
   木材と言う自然素材に
   対して、安心・安全と
   いった面で関心が高
   まっている
◆県内の加工事業体の
   多くは、消費者ニーズ
   に対応しきれず、生産
   量が年々減少している

◆大型製材２工
　 場設置、既存製
   材も設備更新等
   により競争力が
　 増し生産量を伸

   ばしている

◆大型製材が増
   加、既存製材
   は協業化も進
   み更に競争力
　 アップを図って
   いる。
◆単板工場の設
   置などにより製
   材需要材以外
   の原木利用が
   進み、加工業
   のほか素材生
   産業の収益性
   も向上している
   。

◆材価の低迷による原
　 木の安定供給不安
◆高額となる施設整備
　 費（支援補助金）の
   確保
◆県内事業者は経営体
　 質が脆弱
◆輸入木材の為替変動
　 による価格変動を回
   避するため、木材需
   要の国産化が進行し
   ている
◆全国各地に大型製材
　 が誕生し、低価格・高
　 品質製品が多量に流
   通することが予想され
   る

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                     ４　新たな産業づくりに挑戦する
                     ５　産業人材を育てる

Ｈ２８以降
目指すべき姿（目標値）

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策

○○○○ ○○○○ ○○○○ 

製材品の生産量 

（Ｈ１８） 

  ３１万１千m3 

事業体：大型製材工場の施

設整備 

県木材産業課：大型製材工

場の施設整備支援、関係

団体、市町村の調整 
 

事業体：大型製材工場のフル生産（２シフト） 事業体：大型製材工場の１シフト操業 

事業体：意欲ある既存製

材事業者を中心にビジネ

スプランの作成、協同事業

の組織検討 

市町村：町内事業者の支

援 

県須崎林業事務所、中央

西林業事務所、木材産業

課：製材工場のビジネスプ

ラン作成を支援、地域合意

形成支援 
 

事業体：協同事業の組織

づくり、ビジネスプランの精

査 

市町村：町内事業者の事

業計画作成を支援 

県須崎林業事務所、中央

西林業事務所、木材産業

課：製材工場のビジネスプ

ラン作成、施設整備事業

計画作成を支援 

事業体：大型製材工場の

施設整備 

市町村：町内事業者の施

設整備支援 

県須崎林業事務所、中央

西林業事務所、木材産業

課：製材工場の施設整備

支援 
 

事業体：大型製材施設の操業 

製材品の生産量 

３０万０千ｍ３ 

製材品の生産量 

３５万５千ｍ３ 

事業体：単板工場整備計画の検討（高知県進出を検討） 

森林組合連合会：Ｂ材の四国島内集荷計画検討 

県木材産業課：単板工場設置用原材料確保計画の作成、単板工場企業との計画作成、単

板工場整備計画検討 

事業体：単板工場整備 

森林組合連合会：Ｂ材の四国島内集荷 

木材産業課：単板工場整備用原材料確保計画作成、単

板工場整備支援 

事業体：乾燥施設等高

度化施設の新設及び増

強を図り競争力を維持 

市町村：市町村内事業

者の支援 

県各林業事務所、木材

産業課：既存製材の新

設及び増強による競争

力維持を支援 
 

事業体：共同、協業化による競争力維持を加速化 

市町村：市町村内事業者の競争力維持を支援 

県各林業事務所、木材産業課：既存製材の競争力維

持を支援 
 

事業体：競争力維持のための、共同化、協業化を検

討 

市町村：共同、協業化を支援 

県各林業事務所、木材産業課：既存製材の共同、協

業化を支援 
 

製材品の生産量 

大型製材工場の整備と生産 

単板工場の整備計画の検討 単板工場の整備の推進 

県内事業者による大型製材工場の整備と生産 

県内事業者の個別の加工力の増強を推進 



戦略の柱【３．流通・販売体制の強化】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

・大消費地に流通拠点を
設置（10箇所）

◆流通拠点を利用した土
佐材の流通が進んだ

◆流通拠点の利用を拡
大し、土佐材流通量の増
加に取り組む

◆○大消費地に設置した流
通拠点を活用した土佐材流通
量の拡大

○

◆流通拠点を利用
した販路拡大が進
み、県産材の流通
量が拡大している。

・協同組合高知木材セン
ターの設立
・共同輸配送や定期輸送
体制の検討

◆協同組合高知木材セ
ンターによる製品流通を
開始
◆関西方面への共同輸
配送を実施

◆製品の高品質化と販
売供給力の強化

◆○県外販売の窓口を一元
化し、製品の安定供給を促進
　★県外販売の窓口の一元
　化に向けた販売管理ネット
　ワークシステム構築を支援
　○共同乾燥等の共同事業
　による商品力と販売力の向
　上を支援

○

（２）販売力の強化
　　【地産外商】

・土佐材流通促進協議会
の設立
・消費地セミナーの実施
・産地セミナーの実施
・展示販売会の実施
◆県内企業が一体化し、
県外への活発な外商活
動を開始

◆消費地セミナー等の出
席者へ継続的にアフター
フォローを実施することに
より、商取引につなげる
ことが必要。

◆大消費地への販路拡大
○消費地セミナーを、消費地
商談会にステップアップし、新
たな顧客との関係構築
○消費地商談会での新規顧
客等に向けた、産地ツアーの
実施により商取引を拡大
○展示販売会の実施により、
土佐材の知名度アップとロット
販売量を増加

○

県外の土佐材等の
建築棟数150棟/年
間

パートナー企業が
増加し、大消費地
などで土佐材の知
名度が定着し、取
引が展開されてい
る。

◆ＪＡＳ工場の製品出荷量を
増やして、ＪＡＳ製品の安定供
給体制を確立
○各ＪＡＳ工場の製品出荷量
の増加
○ＪＡＳ認定（構造用製材機械
等級）工場の拡大 ○

◆ＪＡＳ認定工場の
製品出荷量に占め
るＪＡＳ製品の割合
が３０％以上となっ
ている。

◆ＪＡＳ製品が安定
供給がされており、
県内外の市場から
評価を得ている。

◆産地や品質の証明など、地
域材ブランド化を推進し、商品
力を向上

・消費地の工務店等との
ネットワークづくりを促進
し、消費地で土佐材をPR
する、「土佐材パートナー
企業登録制度」を創設
　登録数32社（団体）

◆木造住宅への土佐材
利用が広まった

◆まだまだ認知度不足の
ため、企業と連携し土佐
材のファンを増やす取組
みを展開

◆パートナー企業の増加と土
佐材利用住宅の拡大
○消費地商談会や産地ツ
アー参加者のパートナー化に
よる土佐材利用住宅の拡大

○

改革の方向 第 ２ 期 計 画

◆大消費地から遠隔地
にあるとともに、取引単
位が小さいことから、輸
送コストがハンディとなっ
ている

◆個々の事業体では営
業力に限界があるため、
市場に頼らざるを得ない
が、年々売り上げは減少
している。

◆顔の見える取引や産
   地ブランドの確立に向
   けた取引が始まってい
   る

◆森林県でありながら、
   戸建て住宅の木造率
   が全国平均を下回っ
   ている

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策 Ｈ２８以降
目指すべき姿（目標値）

・ＪＡＳ認定取得への支援
・性能表示木材の流通支
援
◆ＪＡＳ認定工場が15社
となり、性能表示木材の
生産と流通が進んだ

・トレサビリティのガイドラ
インを作成
・産地を明らかにした規
格化住宅の開発
・木づかい固定量認証制
度の実施

◆地域材のブランド化や
商品力が高まった

◆ＪＡＳ製品の安定供給
体制の確立
○各ＪＡＳ工場の出荷量
の増加により、格付けに
かかるコストを削減。
○県産ＪＡＳ製品の市場
評価を得る

◆付加価値を高める地
域材のブランド化の推進

１．地産地消・地産外商の推進
　　　　　（１）流通の統合・効率化

◆既存企業の製品
は、窓口を一元化
することで、効率的
な流通体制が確立
されている。

◆製品市場の機能
を改善・活用するこ
とで、営業力を強
化し、消費者の求
める製材品の質・
量を確保、供給で
きている。

拠点を活用した流通の効率化の推進 

業界団体又は事業体：県外流通拠点の設置、ロットによる流通量の拡大と建築工程に応じた配送システムによる拠点利用を推進 

木材産業課：流通拠点を活用した流通の効率化を支援 

県外流通販売窓口一元化の仕組みづくり 

事業体：県産材製品の流通量拡大のため、製品市場を中

心にした地産外商に関する営業窓口一元化の仕組みづく

りと、共同輸配送等の共同事業に取り組む 

業界団体：県外流通販売窓口の一元化に向けた取組に対

する協力 

県木材産業課：県外流通販売窓口の一元化に向けた取組

を支援 

事業体：木材センターに一元化された外商活動の窓口と共同事業により、県産製材品

の流通量の拡大に取り組んでいる。 

県外流通販売窓口一元化による製品流通の拡大 

事業体：消費地商談会の実施により新規顧客の獲得、消費地商談会を契機に産地へ呼び込み、商取引へ繋げる展示販売会の実施により、土佐材の

知名度アップとロット販売量の増加 

業界団体：商談会などの外商活動の場の設定 

県木材産業課：県外事務所と連携した県の信用力を活かした営業支援の実施、「土佐の木販売促進支援事業」による支援 

県外での土佐材利用住宅の拡大 

事業体：邸別販売による「顔の見える取引」の推進 

業界団体：ＨＰ等によるＰＲ活動の推進 

木材産業課：「土佐材パートナー企業」による、県産材の知名度向上と土佐材利用住宅拡大の取組を支援 

県木材産業課：ＪＡＳ認定

（機械等級）の取得支援 

県木材産業課：ＪＡＳ製品の安定供給体制の確立、助成制度を活用した性能表示材の

流通支援 

ＪＡＳ認定工場：製品出荷量のＪＡＳ製品割合を増やし、安定的な供給体制を確立 

業界団体：ＪＡＳ製品流通量の拡大に向けたＰＲ活動 

事業体や団体等と連携した営業活動の推進 

ＪＡＳ表示製品の流通量の拡大 

事業体：産地や品質の証明など、地域材ブランド化に向けた取組 

県関係課：高知県ＣＯ２固定量認証制度の促進など 

地域材ブランド化の推進 



戦略の柱【３．流通・販売体制の強化】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

改革の方向 第 ２ 期 計 画
背景

第１期計画（H21～H23）の総括等
これからの対策 Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）

　　【地産地消】 ◆○公共事業や公共施設等
　での県産材の率先利用と
　木製品の需要の拡大

◆○県産材を利用した木造
   住宅建設促進のための
　 支援

○

◆○木造住宅に関する情報
　発信の強化

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

◆公共施設や教育
　施設の内装や家
　具に積極的に木
　材が使われてい
　る

◆戸建て住宅の木
　造率が、全国平
　均を上回っている
　
◆県をはじめ、市
  町村が実施する
  公共事業で県産
  材が積極的に使
  われている

◆木材においても
　地産地消の意
　識が定着し、木
  造住宅はもとよ
　り、県産材をあら
　ゆるところで積極
　的に使用されて
　いる○

・県有施設での木造化の
推進と、市町村への要請
による市町村施設の木造
化の推進

◆平成17～２１年度の県
産材利用推進に向けた
行動計画の目標「公共的
施設の木造化率」で全国
平均を上回る
平成２１年度
全国平均２５．１％
高知県３３．５％

・公共土木工事における
木製品や木製型枠の使
用の推進
◆平成２１年度
木材利用量４，８０８m3
木製型枠の使用率９８．
９％
工事用資材の木製品の
使用率８４．９％

・木と人出会い館等によ
る県産木造住宅の安全・
安心のPR
◆平成２２年度４７回放
送　平均視聴率１０．４％
◆県及び市町村におい
て財政事情の厳しい中で
も一定の木造・木質化が
進んだ

今後もより一層の木造・
木質化を進めるために、
県の率先利用と市町村
の方針策定を進め、木を
使う仕組みや意識の強
化を図りながら、県産材
利用の実効性を高めて
行かなくてはいけない。
（３４市町村中作成済み
或いは作成予定の市町
村数は９市町村（H23,12
月現在））

◆顔の見える取引や産
   地ブランドの確立に向
   けた取引が始まってい
   る

◆森林県でありながら、
   戸建て住宅の木造率
   が全国平均を下回っ
   ている（3年間の取り
　 組みで差は詰まって
   きたものの、まだ追い
   ついていない）

○○○○ ○○○○ ○○○○ 

県産材の率先利用と市町村の利用の拡大 

市町村：公共建築物木材利用促進法の施行を受け、県方針に即した市町村方針の作成及び具体的利用の拡大 

県関係課：「高知県産材利用推進方針」に基づく、公共施設等の木造化の推進や公共工事への積極的な木材利用の拡大 

県木材産業課：市町村方針の作成指導、市町村の利用の支援 

県民：県産木材の積極的な利用 

県木材産業課：幼稚園、保育園、小学校、中学校や民間施設への木製品の導入に対して支援、木製品カタログを活用した県外へのＰＲの強化 

県産材を利用した木製品の需要拡大のための支援 

建築関係団体：県と連携して事業の講習会を開催し積極的にPRを行う 

木材産業課：県産材利用住宅への助成制度により木材需要の拡大を促進 

県関係課：CO2固定量の認証制度による木造住宅の建設の促進 

木材産業課・住宅課：県産材による居住性能の高い住宅の技術開発及び供給体制の整

備 

県産材を利用した木造住宅の建設促進のための支援 

建築関係団体：県と連携して支援策の再検討と積極的

なPRを行う 

県木材産業課・住宅課：利用者のニーズや社会情勢を

踏まえて、事業内容の見直しを図りながら、事業支援等

を検討 

森林・林業・木材産業・住宅関連産業界が一体となったＰＲ活動を展開 

高知県木材普及推進協会：

新たな仕組による情報発信

及び次年度以降の体制の

検討 

県木材産業課：木材普及推

進協会との連携による実施 

高知県木材普及推進協会：新たな体制による情報発信の実施 

県木材産業課：木材普及推進協会との連携による実施 

木造住宅に対する支援策の再検討とPR 



戦略の柱【４．木質バイオマス利用の拡大】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

◆◎原木や林地残材の搬出
に対する支援

○

◆◎木質バイオマス燃料の安
　 定供給

【利用促進対策】 ◆○木質バイオマスボイラー
   の改良及び低コスト化

○ ○

◆○幅広い分野での木質バ
   イオマス利用を促進

○ ○

◆○燃焼灰の適正処理

○ ○

◆○コスト差を埋める支援の
　 仕組みの検討

○ ○

・木質ペレット工場の整
備

◆端材等の搬出に対す
　 る支援により木質バ
　 イオマス原材料の増
 　加

◆県内に合計6,500トン/
年のペレット生産能力を
有する６工場が整備され
た

◆今後の木質バイオマス
ボイラーの普及拡大に伴
い、県内産の木質燃料の
供給体制の強化が必要

◆ペレット以外の燃料形
　 態は需要供給ともに普
   及していない

・木質バイオマスボイラー
の普及については、平成
２１年度以降大幅な拡大
を図ることができた

・製紙業や養鰻業など新
たな業種での木質バイオ
マスボイラーが導入され
た

◆補助事業を有効に活
用して大幅な木質バイオ
マスボイラーの導入促進
と、新たな業種での活用
で、今後の展開への可能
性が拡大した

◆イニシャル、ランニング
   のコスト高が利用拡大
   の障害となっている

◆燃料用以外での用途
   が限られている

◆燃焼灰の処理手法が
   周知されておらず、
   利用者に不安がある

１．”マテリアル”＋”エネルギー”
利用の推進

　　　　　【原料供給対策】

◆ペレットが規格化され
   ておらず、メーカーに
　　より品質のばらつき
　　がある

◆利用が進んでいるの
　　は主としてペレット

◆林地残材、製材
　端材等が木質バ
　イオマスエネル
  ギー源として有効
　利用されている

◆森林からの収集
　量
　 ２０万トン

◆製材工場等から
　の収集量
　 １４万トン

◆林地残材、製材
　端材等が木質バ
　イオマスエネル
　ギー源として有効
　利用されている

◆森林からの収集
　量
　 ２１万６千トン

◆製材工場等から
　の収集量
　 １６万４千トン

○ ○

改革の方向 第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）

◆多様な産業分野で木
   質バイオマスの利用が
   進みはじめた

◆施設園芸では、施設内
   加温のため化石燃料
   による暖房機の利用が
   広く普及している

◆発電施設におけ
　る化石燃料との
　混焼施設や、ビ
　ニールハウスの
　加温用設備、事
　業所や家庭用の
　冷暖房機の普及
  と、その燃料とし
　て、木屑や木質
　ペレット等が広く
　利用されている

◆発電施設におけ
　る化石燃料との
　混焼施設や、ビ
　ニールハウスの
　加温用設備、事
　業所や家庭用の
　冷暖房機の普及
  と、その燃料とし
　て、木屑や木質
　ペレット等が広く
　利用されている

◆木質バイオマス
　起源のグリーン
　エネルギーが幅
　広く利用されて
　いる

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策

需要の拡大に合わせた燃料の供給施設の追加整備 

事業体：新たな生産施設の整備 

県木材産業課：新たな生産施設整備の支援 
 

木質バイオマス燃料の品質調査と品質確保 

県内燃料製造事業者：品質の安定した製品の供給 

県内燃料製造事業者：品質・規格を明らかにした木質ペレットの供給 

木質バイオマス年

間利用量 

  ３４万トン 

木質バイオマス年

間利用量 

３８万トン 

林地残材等の搬出への支援 

事業体等：燃料向け低質材の効率的な搬出 

県林業改革課：端材等の搬出に対する支援 

木質バイオマスボイラーの改良・低コスト化 

県内機械メーカー：安価で信頼性の高い木質バイオマス利用機器の開発改良 

県関係課：機器開発への支援 

木質バイオマス利用の普及 

県関係課：導入事例の分析、広報素材の作成、関係業者等への広報及びマテリアル利用の拡大に向けた取り組み事例の紹介、県施設での率先利用

及び関係機関への導入要請 

県関係課：燃焼灰の処理・

再生利用指針の策定と関

係者への周知 

燃焼灰処理再生利用の指針の作成 

県関係課：処理・再生を行う中で必要により指針の見直しと関係者への周知の徹底 

県関係課：排出量取引など国内外の情報を把握し、有効な手法を検討 

仕組みの検討 

木質バイオマス燃料の安定供給 

県木材産業課・森林技術センター：県内流通製品の品質調

査 

県木材産業課：木質ペレッ

トの規格化に向けた調整 



戦略の柱【４．木質バイオマス利用の拡大】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

改革の方向 第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）
背景

第１期計画（H21～H23）の総括等
これからの対策

【事業化対策】 ◆○推進体制の強化

○ ○

◆◎需要側を中心とした集
　団化による効率的な事業
　展開
  （システム化による利用を
　促進）

◆★木質バイオマス発電の推
進

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

・木質バイオマスエネル
ギー利用促進協議会を
設立

・安芸地域において地域
循環システムの設定に向
けて協議が始まる

◆協議会の設立により関
係者の情報交換と事業
者間の交流が始まる

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

○

◆各地で意欲ある事業
   者がそれぞれ木質バ
   イオマスボイラーを導
   入

◆燃焼灰処理は各者そ
   れぞれで実施

◆重油価格の上昇を背
   景に、施設園芸では
   生産コストが上昇し、
   経営を圧迫している

◆木質バイオマス利用に
   は課題が多く、関係者
   個々での対応は困難

◆散発的に燃料供給施
   設整備、ボイラー導入
   が進むと非効率で広
   がりにくい

◆原木の増産にともない
   発生する林地残材の
   発電施設での活用な
   どの対策が必要

◆発電施設におけ
　る化石燃料との
　混焼施設や、ビ
　ニールハウスの
　加温用設備、事
　業所や家庭用の
　冷暖房機の普及
  と、その燃料とし
　て、木屑や木質
　ペレット等が広く
　利用されている

◆発電施設におけ
　る化石燃料との
　混焼施設や、ビ
　ニールハウスの
　加温用設備、事
　業所や家庭用の
　冷暖房機の普及
  と、その燃料とし
　て、木屑や木質
　ペレット等が広く
　利用されている

◆木質バイオマス
　起源のグリーン
　エネルギーが幅
　広く利用されて
　いる

○

○○○○ ○○○○ ○○○○ 

地域循環利用システムの構

築 

安芸地域関係者：地域協

議会を設立しビジネスモデ

ルとしてシステムの実践と

検証 

市町村：県と連携し地域協

議会のサポートと補助事業

による支援 

 県関係課：地域協議会の

サポートと補助事業による

支援 

他地域関係者：地域協議会を設立しシステムを実践 

市町村：県と連携し地域協議会のサポートと補助事業による支援 

県関係課：地域循環ユニットのＰＲと他地域への展開 
 

普及促進への体制づくり 

木質バイオマスエネルギー利用促進協議会：参加者の拡大、協議内容等の拡充 

県木材産業課、産地・流通支援課：上記協議会運営の支援 

集約型地域熱利用システム

の検討 

県木材産業課：市町村と連

携し候補地の選定 

木質バイオマス発電の検討 

事業者：木質バイオマス発電施設の検討、整備計画の作

成 

県関係課：再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度

の内容を踏まえ事業化に向けて事業体との調整、整備計

画の作成支援 

集約型地域熱利用システムの実施 

事業実施者（市町村を含む）：具体的な事業の実施と検証 

県木材産業課：事業実施を支援するとともに、事業実施者と連携して取り組みの検証 

木質バイオマス発電の推進 

事業者：木質バイオマス発

電 

施設の整備 

県関係課：関係者間の調

整及び補助事業による施

設整備支援 

事業者：木質バイオマス発電所の操業 



戦略の柱【５．森のものの活用】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

（１）特用林産物等の生産
の振興

◆○普及指導員による生産
　技術の普及

○

◆地域の特用林産物の生産
　活動の支援とＰＲ
   ○市町村と連携した総合的
      な支援

◆販売体制への支援
   ○市町村と連携した情報発
      信
   ○東京アンテナショップ等
　　地産外商基地と連携した
　　情報発信や販売力の強
　　化

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

１．森の恵みを余すことなく活用 ◆中山間地域は高齢化・
   人口減少が続いている

◆食の安全・安心や、自
   然への関心が高まっ
   ている

◆特用林産物をはじめ、
   森の資源が活かしきれ
   ていない

◆都市部での自然志向
　は高まっているが、中
　山間地域との交流人
　口は増えていない

・キノコや木炭など特用
林産物の生産活動への
支援
（安芸地域）
土佐備長炭の生産、出
荷、販売体制の強化

（嶺北地域）
シキミ、サカキの生産拠
点づくり

（仁淀川地域）
シキミ、サカキの販路の
拡大

（高幡地域）
シイタケ生産の拡大

（幡多地域）
備長炭生産拠点の整備

・特用林産就業者の育成
◆Ｈ２２から土佐備長炭
やシイタケ生産について
７名が研修を実施

◆地域のあらゆる
　資源を多彩に組
　み合わせること
　で付加価値を高
　め、中山間地域
　での所得の向上
　に取り組んでいる
  また、高齢の方で
　も収入が得られ
　る機会が創出さ
　れている

◆地域のあらゆる
　資源を多彩に組
　み合わせること
　で付加価値を高
　め、中山間地域
　での所得が向
　上している
  また、高齢の方
　でも収入が得ら
　れる機会を創出
  されている

○

◆動き始めた取り組みの
定着

◆地域アクションプランに
まで上がらない各地域の
取り組みの掘り起こし

◆研修者修了が地域で
定着できる体制づくりが
必要

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向 第 ２ 期 計 画

Ｈ２８以降
目指すべき姿（目標値）

○○○○ ○○○○ ○○○○ 

地域に適した特用林産物の生産の促進 

県木材産業課・森づくり推進課・各林業事務所：生産技術の普及に向けた検討会の開催及び研修会の実施、生産技術の向上に向けた情報提供や販

売戦略への支援 

地域林業者等：施設整備など生産コストの削減等による積極的な生産活動 

県木材産業課：市町村との連携強化や補助制度を活用した地域発の取組を支援 

特用林産物の生産活動の支援 

地域林業者等：生産技術の習得 

市町村：新規就業者を認定し、実践研修経費を助成 

県木材産業課・森づくり推進課：市町村が負担する実践研修経費への支援 

特用林産業新規就業者の育成支援 

地域林業者等：道の駅など販売チャネルの確保やインターネットを活用した販売 

県木材産業課：補助制度を活用した顔の見える安全・安心な特用林産物の販売への支援、産地特有の個性ある情報を消費者に情報発信する取組

への支援、首都圏アンテナショップなどを活用した特用林産物の情報発信や販売の強化への支援 

特用林産物の販売体制への支援 



戦略の柱【６．健全な森づくり】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

（１）持続可能な森林づく
り

◆森林経営計画の策定等の
推進
　○計画策定に向けた森林境
界の明確化の促進

○

◆持続可能な森林
づくりが行われてい
る

◆持続可能な森林
づくりが行われてい
る

◆再造林への支援、省力化
の検討
　○再造林への県単独事業に
よる支援

○

◆獣害（シカ、ウサギ
等）により確実な更新が
困難

◆獣害対策の支援
　○植林の食害防除のため県
単独事業による支援

○

（２）荒廃森林の解消 ◆保育間伐の推進
　○補助事業による間伐の推
進
　

○

◆間伐の必要性が
周知されるととも
に、適正な森林管
理が行われている

◆間伐の必要性が
周知されるととも
に、適正な森林管
理が行われている

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向 第 ２ 期 計 画

Ｈ２８以降
目指すべき姿（目標値）

◆森林経営計画の策定
と実行
◆地域の実情に応じた持
続的な森林経営プランが
必要
◆保育コスト高等から適
切な手入れがされず荒廃
森林が発生
◆成林までのトータルコ
ストが高く、再造林が困
難

１．循環型の林業を持続

◆水源かん養や災害防
   止など森林のもつ公
   益的機能が注目され
   ており、特に近年森林
   吸収源対策としての
   森林整備が求められ
   ている

◆適正に管理されず荒
　 廃が懸念される森林
　 が増加している

◆林業の採算性が悪化
   し、森林所有者の経
   営意欲が減退してい
   る

◆小規模な森林所有者
   が多く、森林所有者の
   高齢化や世代交代に
   より、森林の所在地や
   境界が不明になるな
   ど、森林の情報が失わ
   れつつある

◆シカの生息密度が大
   幅に増大しており、森
   林環境への悪影響が
   深刻化している

◆再造林の経費が高い

◆保育など育林経費が
必要

・森林境界の明確化
に関する事業の促進

◆加速化事業等により、
境界明確化を実施

・６林業（振興）事務所で
シカ食害に対するモニタ
リング調査を実施
・林業（振興）事務所と獣
害の情報共有

◆獣害に対する認識が
高まった

・シカ食害防止ネットの設
置（H21～H23．12）
　17,951ｍ
◆５１ｈａの森林を保護

・市町村、森林組合等へ
の説明会の実施
・市町村広報誌や林業機
関誌等への掲載による森
林のPR
◆市町村や森林組合等
への森林整備のPR活動
や説明会の実施を継続し
てきたことにより、補助事
業等を活用し2年間で2万
haを超える間伐を実施

・森林の管理代行などの
仕組みづくりの検討
◆森林管理手法検討委
員会を設置し、モデル事
業の実施結果等をもとに
管理の手法や経費につ
いて取りまとめを行った。
また国による制度化など
が一定図られた

計画策定に向けた境界明確化の促進 

事業体：森林境界の明確化の促進 

市町村：森林所有者情報の提供等事業体への支援 

県森づくり推進課：森林境界の明確化への支援 

事業体：保育間伐の実施 

県林業改革課：補助による間伐への支援 

間伐の推進 

事業体：再造林の補助制度を活用した伐採跡地の更新 

県林業改革課：更新に必要な再造林への支援 

再造林への支援 

県林業改革課：森林技術センターと連携し、再造林や保育

作業の省力化によるコスト縮減方法について検討 

省力化の検討 

事業体：獣害対策の実施 

県林業改革課：確実な更新を行うため、再造林地への食害防止ネット等防除施設設置への支援 

獣害対策の支援 

事業体：低コスト造林、育林の実施 

県林業改革課・各林業事務所：低コスト造林、育林方法の普及・指導 

低コスト施業の普及・推進 



戦略の柱【６．健全な森づくり】 【林業分野】

取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
短期的な視点

（平成２７年度末）
中長期的な視点
（概ね１０年先）

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向 第 ２ 期 計 画

Ｈ２８以降
目指すべき姿（目標値）

◆高知市近辺や四万十
川流域など特定の市町
村に協定が集中してい
る。

◆協働の森による多種・
多数の企業とのパイプ
が、庁内で十分に活用さ
れていない。

◆○県民参加や企業支援に
よる森林管理の促進

○

協定森林の間伐面
積　　3,300ha
　　（H18～H27）

協定森林の間伐面
積　　5,300ha
　　（H18～H33）

◆未利用林地残材等木
質バイオマス活用の更な
る推進
◆J-ＶＥＲ販売の新たな
戦略
◆高知県Ｊ－ＶＥＲ制度
の普及促進による案件拡
大とクレジット販売サポー
ト

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

【実績値】
◆J-VERクレジットの発
行

木質資源エネルギー活
用事業
8,454t-CO2（H23.8末)
森林吸収量取引プロジェ
クトA,B
285t-CO2(H22.6）

◆J-VERクレジット販売
削減：40件、4,625t-CO2
吸収：5件、31t-CO2
（H23.12.2現在）

◆高知県J-VERプロジェ
クト
申請(変更）受理：14件、
登録8件、クレジット認証5
件
想定吸収量11,779t-CO2
認証発行量2,256t-CO2
（H23.10.14.現在）

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

◆水源かん養や災害防
   止など森林のもつ公
   益的機能が注目され
   ており、特に近年森林
   吸収源対策としての
   森林整備が求められ
   ている

◆適正に管理されず荒
　 廃が懸念される森林
　 が増加している

◆林業の採算性が悪化
   し、森林所有者の経
   営意欲が減退してい
   る

◆小規模な森林所有者
   が多く、森林所有者の
   高齢化や世代交代に
   より、森林の所在地や
   境界が不明になるな
   ど、森林の情報が失わ
   れつつある

○

・「協働の森」の協定締結
件数
 H20年度末：39件
　→H23.12月末：55件
・間伐等
 H20年度末：663ha
　→H22年度末：1,668ha
・交流活動
（H21～H23.12）
　113件、7,166人

◆パートナーズ協定企業
数の増加や企業間のネッ
トワーク等により協働の
森の認知度が高まり、順
調に協定件数は推移して
いる。

◆間伐の必要性
　が周知されると
　ともに、森林保
　全管理が新たな
　環境ビジネスと
　して展開されて
　いる。

◆オフセット・クレ
　ジット(J-VER)
　制度、排出量
　取引制度が温
　暖化対策の手
　法として定着
　している。

・森林を活用した排出
　量取引のスキームづく
り
◆環境省のJ-VER制度
におけるCO2削減プロ
ジェクトで、第1号登録及
び、CO2森林吸収プロ
ジェクトでも都道府県第1
号登録により、クレジット
創出と販売において、全
国的にもトップクラスの成
果を上げることができた。
◆高知県J-VER制度の
創設により、県内のプロ
ジェクトの取組が普及拡
大した。
◆プロジェクト事業者の
経費負担軽減と審査レベ
ル向上のため地方検証
人を育成した。
◆営業販売活動におけ
る、東京事務所との連携
により、県のクレジット活
用が拡大した。

◆オフセット・クレジット（J-
VER）制度を活用した森林整
備及び木質バイオマス利用の
推進

○CO2排出削減プロジェクト
　の推進

○CO2吸収プロジェクトの
　推進

◆間伐の必要性が
　周知されるととも
　に、適正な森林
　管理が行われて
　いる

◆J-VER削減クレ
　ジット
   18,000t-CO2
(現在のプロジェクト
期間内～H25.3）

◆J-VER吸収クレ
　ジット
　　60,000t-CO2
(現在のプロジェクト
期間内～H25.3）

○○○○ ○○○○ ○○○○ 

パートナーズ企業・団体：協賛金の提供、地域との交流 

市町村：協賛金を活用した間伐の推進 

県環境共生課：環境先進企業・団体への企画提案 

協働の森づくりの推進 

排出量取引(CO2排出削

減)プロジェクト事業の継

続 

事業体:住友大阪セメント (

株)高知工場における木質

バイオマスの混焼  

県環境共生課：CO2排出削

減プロジェクト事業の継続  

J-ＶＥＲ販売の強化 

県環境共生課：全国J-VER自治体会議・企業マッチングイベント・J-VER活用企業エクスカーション会の開催、販売促進用パンフ等営業

ツールの作成・配布    

高知県オフセット・クレジット(高知県J-VER)制度の推進 森林吸収量取引(CO2吸

収)プロジェクト事業の推

進 

環境共生課：県Ｊ－ＶＥＲプ

ロジェクトの拡大 

高知県J-ＶＥＲ制度のサポート強化 

事業体・市町村：高知県オフセット・クレジット認証センターでの森林管理プロジェクトの申請・登録・クレジット発行の運

営・管理業務 

①登録プロジェクトのクレジット発行にかかる永続性管理  

②登録プロジェクトのクレジット発行管理  

③ブランド化 

 

未利用林地残材等木質バイオマス活用の更なる推進 

県環境共生課：プロバイダ

を活用した販売と新たな市

場の検討    

J-ＶＥＲ販売の新戦略を検討 

県環境共生課：遵守目的活用の検討 

環境共生課：第一約束期間満了後における制度に迅速に対応することで高知県の森林資源を活用した温暖

化対策を進めていく   

県環境共生課：プロジェ

クト期間終了後の木質

バイオマス利用促進、

再生可能エネルギー全

量固定価格買取制度に

ついて検討 

県環境共生課：Ｊ－ＶＥＲ制度の存続 

高知県Ｊ－ＶＥＲ認証プログラムの存続 

獣害対策の支援 県林業改革課：確実な更新

オフセット･クレジットに関

する情報収集 

県環境共生課：第一約

束期間満了後における

ｵﾌｾｯﾄ･ｸﾚｼﾞｯﾄ制度、再

生可能エネルギー全量

固定価格買取制度の方

向性について情報収集 

オフセット･クレジットに関する対応の検討 

県環境共生課：販売・流通の機会を提供 

国の中長期計画に対応し

た制度の推進 


